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江差町では、⼈⼝減少や厳しい財政制約の下で、将来にわたり持続可能な都
市経営を可能にする「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを進
めるため、『江差町⽴地適正化計画』を策定しました。
本計画では、⽣活に必要な都市機能を集積する「都市機能誘導区域」、市街

地で⼀定の⼈⼝密度を維持するため居住を誘導する「居住誘導区域」を設定し
ています。

１．⽴地適正化計画と届出制度について

各誘導区域では、区域内外における誘導施設や⼀定規模以上の住宅などの整備
動向を把握するための、法に基づく届出制度を運⽤することになっています。

都市機能誘導区域

⾏政、商業、⽂化施設
など、集客⼒のある機能を
中⼼市街地に誘導し、各種
サービスの効率的な提供を
図る区域。

居住誘導区域

都市機能誘導区域周辺
に居住を誘導することで
⼀定の⼈⼝密度を保ち、
⽣活のサービスやインフ
ラを持続的に確保する区
域。

※土砂災害の特別

警戒区域に指定

されている住宅地

については居住

誘導区域から除外



施設の種類 誘導施設 定義

⾏政施設 町役場（維持） ・町内で⾏政サービスの中核を担う、地⽅⾃治法第４条第１項に基づき設置する役場

庁舎

医療施設 １次医療機関 ・医療法第１条の５に基づき設置される病院または診療所で、内科・外科・整形外

科・⼩児科・リハビリテーション科のいずれかを診療科⽬としているもの

・南檜⼭圏域の救急医療体制（在宅当番医制）に参加する施設

福祉施設 地域包括⽀援センター ・介護保険法第115条に規定する、包括的⽀援事業等を地域において⼀体的に実施

する役割を担う中核的機関として設置されるもの

⼦育て⽀援

施設

保育所

幼稚園

認定こども園

⼦育て⽀援センター

・児童福祉法第39条第１項に規定する保育所

・学校教育法第22条に規定する幼稚園

・認定こども園法第２条第６項に規定する認定こども園

・⼦育てについての相談、情報の提供その他援助を⾏うとともに、乳幼児⼜はその保護

者が相互に交流を⾏う場所を提供する施設

商業施設 スーパーマーケット、

コンビニエンスストア

・⼤規模⼩売店舗⽴地法第２条第２項に規定する店舗⾯積1,000㎡以上の商業施

設（共同店舗・複合施設等含む）で、⽣鮮⾷料品を取り扱うもの

・⾷品や⽇⽤雑貨など多数の品種を扱う⼩規模な店舗

⾦融施設 郵便局、銀⾏、信⾦等 ・銀⾏法第２条に規定する銀⾏、⻑期信⽤銀⾏法第２条に規定する⻑期信⽤銀⾏、

信⽤⾦庫法に基づく信⽤⾦庫、農⽔産業協同組合貯⾦保険法第２条第４項第１

号に規定する信⽤事業を⾏うもの

⽂化施設 ⽂化会館・図書館

江差追分会館、

⼭⾞会館

・図書館法第２条に規定される図書館

・江差町⽂化会館条例に規定される⽂化会館

・江差追分会館条例に規定される追分会館

・江差⼭⾞会館条例に規定される⼭⾞会館

集会・
交流施設

町内会館 ・地域の集まり、集会に利⽤できる施設

・他⽤途との複合化により交流機能の向上を期待する

・都市機能誘導区域では、
以下の施設を
「誘導施設」としています。

表 都市機能誘導区域への誘導施設

２２．都市機能誘導区域に関する届出

都市機能誘導区域

・上記の施設を「都市機能誘導区域外」に建てようとする以下の⾏為について、江差町への
届出が必要です。

・また、都市機能誘導区域内で今ある誘導施設を休廃⽌する場合にも届出義務が発⽣します。

〇誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

〇建築物の改築により誘導施設を有する建築物とする場合

〇建築物の⽤途変更により誘導施設を有する建築物とする場合

〇誘導施設を有する建築⽬的の開発⾏為を⾏おうとする場合

※土砂災害の特別

警戒区域に指定

されている住宅地

については居住

誘導区域（都市機

能誘導区域）から

除外



３２．都市機能誘導区域に関する届出

・都市機能誘導区域に関する届出の流れと必要な書類は、以下の通りです。

〇開発・建築などの計画
〇休廃⽌の計画

〇届出に関する事前相談
※計画している施設が
該当するかを確認

〇届出
（着⼿または休廃⽌の
30⽇前まで）

〇必要に応じて
勧告・あっせん

〇開発・建築⾏為の着⼿
〇休廃⽌

届出の⽬的 様式名 添付図書等

都市機能誘導

区域外におい

て、「都市機

能誘導施設」

を含む開発⾏

為を⾏う場合

様式１

開発⾏為の届出書

〇当該⾏為を⾏う⼟

地の区域並びに当

該区域内及び当該

区域の周辺の公共

施設を表⽰する図

⾯（縮尺1/1,000

程度）

〇設計図

（縮尺1/100以上）

〇その他参考となるべ

き事項を記載した図

書

都市機能誘導

区域外に、

「都市機能誘

導施設」を含

む建築⾏為を

⾏う場合

様式２

誘導施設を有する

建築物を新築し、

⼜は建築物を改築

し、若しくはその

⽤途を変更して誘

導施設を有する建

築物とする⾏為の

届出書

〇敷地内における建

築物の位置を表⽰

する図⾯（縮尺

1/100以上）

〇建築物の２⾯以上

の⽴⾯図及び各階

平⾯図（縮尺1/50

以上）

〇その他参考となるべ

き事項を記載した図

書

上記にて提出

した⾏為の変

更を⾏う場合

様式３

⾏為の変更届出書

〇変更内容を⽰す上
記の図⾯

都市機能誘導

区域内に、

「都市機能誘

導施設」を含

む施設の休廃

⽌を⾏う場合

様式４

誘導施設の休廃⽌

届出書

なし

⽬
的
に
合
っ
た

様
式
を
選
定

表 都市機能誘導区域に関する届出様式



４

要

要

・居住誘導区域外で以下の住宅開発等の⾏為を⾏おうとする場合、江差町への届出が必要です。

例）３⼾の開発⾏為・新築 → 要届出

例）１⼾または２⼾の住宅の建築⽬的の
開発⾏為で、その規模が1,300㎡ → 要届出

例）２⼾の住宅の建築⽬的の開発⾏為で、その規模が800㎡ → 届出不要

例）３⼾の建築⾏為 → 要届出

例）１⼾の建築⾏為 → 届出不要

要

不要

３．居住誘導区域に関する届出

開発⾏為 〇３⼾以上の住宅の建築⽬的の開発⾏為

〇１⼾または２⼾の住宅の建築⽬的の開発⾏為で、その規模が1,000
㎡以上のもの

建築⾏為等 〇３⼾以上の住宅を新築しようとする場合

〇建築物を改築し、または建築物の⽤途を変更して３⼾以上の住宅と
する場合

不要



５

・居住誘導区域に関する届出の流れと必要な書類は、以下の通りです。

〇開発・建築などの計画

〇届出に関する事前相談
※計画している住宅が
該当するかを確認

〇届出
（着⼿の30⽇前まで）

〇必要に応じて
勧告・あっせん

〇開発・建築⾏為の着⼿

⽬
的
に
合
っ
た

様
式
を
選
定

表 居住誘導区域に関する届出様式

３．居住誘導区域に関する届出

届出の⽬的 様式名 添付図書等

居住誘導区域外

に、４ページの

住宅開発の⾏為

を⾏う場合

様式５

開発⾏為の

届出書

〇当該⾏為を⾏う⼟地

の区域内及び当該区

域の周辺の公共施設

を表⽰する図⾯（縮

尺1/1,000程度）

〇設計図（縮尺1/100

以上）

〇その他参考となるべき

事項を記載した図書

居住誘導区域外

に、４ページの

住宅建築の⾏為

を⾏う場合

様式６

住宅等を新築し、

⼜は建築物を改

築し、若しくは

その⽤途を変更

して住宅等とす

る⾏為の届出書

〇敷地内における建築

物の位置を表⽰する

図⾯（縮尺1/100以

上）

〇住宅等の２⾯以上の

⽴⾯図及び各階平⾯

図（縮尺1/50以上）

〇その他参考となるべき

事項を記載した図書

上記にて提出し

た⾏為の変更を

⾏う場合

様式７

⾏為の変更

届出書

〇変更内容を⽰す上記

の図⾯



６４．届出様式（様式１）



７４．届出様式（様式２）



８４．届出様式（様式３）



９４．届出様式（様式４）



５．届出様式（様式５） １０



５．届出様式（様式６） １１



４．届出様式（様式７） １２




